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第２章 資産課税



2-1 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の見直し

2020年4月～2021年3月 2021年4月～2021年12月 2020年4月～2021年3月 2021年4月～2021年12月

現行 改正後

消費税率10％
適用住宅

上記以外
の住宅

消費税率10％
適用住宅

上記以外
の住宅

■非課税枠の据置措置
2021年4月1日から2021年12月31日までの新たな契約について、非課税枠を下記の

通り据え置きされます。

■住宅用家屋の面積要件の緩和
2021年1月1日以後の新たな契約について、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が1,000

万円以下の場合には、住宅の床面積要件の下限が40㎡以上、合計所得金額が1,000万円超2,000
万円以下の場合には、住宅の床面積要件の下限が50㎡以上になります。（注1）
※従来は、合計所得金額が2,000万円以下の場合は、一律で床面積要件の下限が50㎡以上でした。
（注1）相続時精算課税制度の特例により取得した場合についても、床面積要件の下限が40㎡以
上になります。

1,500万円

1,000万円
一般住宅

省エネ等住宅

1,200万円

700万円

1,000万円

500万円
一般住宅

省エネ等住宅

800万円

300万円

省エネ等住宅
1,500万円

1,000万円
一般住宅

1,500万円

1,000万円

省エネ等住宅
1,000万円

一般住宅
500万円

1,000万円

500万円
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祖父母等から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、下記の措置を講じた
上で、適用期限が2023年3月31日まで2年間延⾧されます。

2-2-1 教育資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税措置の見直し

改正前 改正後 改正内容

1.教育資金残高
の課税

贈与者死亡前
3年以内の贈
与に係る残高
について課税
（注）

全ての贈与に
係る残高につ
いて課税
（注）

贈与者が死亡時に教育資金支出額の残高がある場合は、相続財産
に加算されます。
※従来は、残高があっても贈与者が死亡した日から３年以上前の贈与
分については加算されませんでした。
※2021年4月1日以後に取得する教育資金について適用されます。

（注）贈与者が死亡した時に受贈者が23歳未満である等に該当する場
合には、教育資金支出額の残高があっても受贈者は相続税の課税はさ
れません。

2.相続税額の
２割加算の

適用
適用なし 適用あり

教育資金支出額の残高を相続税額の２割加算対象者である孫等
が取得した場合に、相続税額の２割加算が適用されます。
※従来は、孫等が取得しても相続税額の２割加算の適用がありません
でした。
※2021年4月1日以後に取得する教育資金について適用されます。
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2-2-2 改正前の教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

（2013年4月1日から2021年3月31日まで）

人材育成や経済活性化を目的に、高齢者層の保有する豊富な資産を子育て世代に移転させる
ため、受贈者（30歳未満の子や孫）へ教育資金を一括して拠出した場合には、１人につ
き1,500万円（学校以外への支払は500万円）を非課税とする特例です。

受贈者

金融機関
（金融機関を通じた
贈与に限られる）

金融機関
（金融機関を通じた
贈与に限られる）

【教育費の範囲】
入学金、授業料、塾、習い事など

（具体的範囲は今後、文部科学大臣
が財務大臣と協議の上、決定）

直系尊属

教育資金を
まとめて拠出

教育費の
払い出し

残額は、30歳に達した日に贈与があった
ものとして、贈与税が課税される。
残額は、30歳に達した日に贈与があった
ものとして、贈与税が課税される。

受贈者が死亡した場合の残額につい
ては、贈与税を課さない。

受贈者が死亡した場合の残額につい
ては、贈与税を課さない。
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少子化対策を目的として、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置について、下記
の所得制限を設けた上で、適用期限が2023年3月31日まで2年間延⾧されます。

改正前 改正後 改正内容

1.受贈者の年齢
要件

20歳以上50
歳未満

18歳以上50
歳未満

民法の改正により受贈者の要件を18歳以上50歳未満に引き下げます。
※従来は、受贈者が20歳以上50歳未満であることが条件でした。
※2021年4月1日以後に取得する結婚・子育て資金の贈与等について適用さ
れます。

2.相続税額の
２割加算の

適用
適用なし 適用あり

結婚・子育て資金支出額の残高を相続税額の２割加算対象者であ
る孫等が取得した場合に、相続税額の２割加算が適用されます。
※従来は、孫等が取得しても相続税額の２割加算の適用がありません
でした。
※2021年4月1日以後に取得する結婚・子育て資金の贈与等について適用さ
れます。

2-3-1 結婚・子育て資金の一括贈与に
係る贈与税の非課税措置の見直し
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少子化対策に資することを目的として、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税
を非課税とする特例です。

2-3-2 改正前の結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例

（2015年4月1日から2021年3月31日まで）

①親・祖父母が金融機関に子・孫（20歳～50歳）名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括
して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円を非課税とします。

②相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
③受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、残額に対しては贈与税を課税します。

親・祖父母が
一括して拠出

預け入れ
非課税
限度額

1,000万円

結婚

結婚資金

妊娠・出産

出産資金

子育て

育児資金

子・孫が払い出し
・葬式費用 ・不妊治療費 ・子の医療費 ・新居の住居費
・出産費用 ・子の保育費 ・引っ越し費用 ・産後ケア費用

結婚関係は
300万円
まで

金融機関が
領収書を確認

贈与者が死亡し
た場合は残高を
相続財産に加算
(2割加算なし)

50歳到達時

金
融
機
関

50歳到達時の使い残し
に対して贈与税を課税
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2-4 土地の固定資産税の課税標準額の据置き

〈改正の概要〉
2021年度の評価替えによって固定資産税が上昇する全ての土地について、

2021年のみ2020年度の税額に据え置くことになりました。

〈改正の背景〉
固定資産税は1月1日時点の地価を基に課税しますが、 2021年は3年に1度の

地価の評価替えの年となります。そこで、評価額が上昇傾向にある地域につい
ては、そのまま課税されてしまうと、コロナの影響で打撃を受けた納税者に
とっては、税負担が過重になってしまうため、今回の措置が講じられました。

2020年 2021年

評価額

2022年～2023年

評価額

2020年度の税
額に据え置き

土地の地価
の評価替え

評価額
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2-5 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の
特例制度における後継者役員要件の緩和

〈改正の概要〉
下記の①又は②の場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継

会社の役員でないときであっても、相続税の納税猶予(※)の適用を受けることができます。

※2023年3月31日までに都道府県知事に特例承継計画を提出している場合に限り、適用可能な措置で、
その適用期限は2027年12月31日まで。

対象 改正前 改正後

①被相続人の死亡時の年齢 60歳未満 70歳未満（相続税の納税猶予の一般制度についても適用)

②後継者 - 特例承継計画において、特例後継者として
記載されていること（被相続人の年齢問わず）

〈留意点〉
• 贈与税の納税猶予における後継者の役員要件は改正されません。
• 後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でなかったとし

ても、相続発生の5ヶ月経過日においては代表権を有しておく必要があることに留意
してください。
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2-6 国際金融都市に向けた税制上の措置の見直し

〈改正の概要〉
わが国の国際金融センターとしての地位の確立に向けて、海外から事業者や人材、資金を呼び込む

観点から、諸課題の解決を図る一環として、法人税、相続・贈与税、所得税において、税制上の措置
が講じられました。具体的には下記の内容となります。

税目 課税対象 改正前 改正後

法人税 運用会社
役員の業績連動給与
上 場 会 社 : 損金算入可能
非上場会社 : 損金算入不可

投資運用業を主業とする非上場の非同族会
社等について、業績連動給与の算定方式や
その根拠なる業績等を金融庁ホームページ
等へ公表する等を要件とし、損金算入可能

相続税
贈与税

ファンドマ
ネージャー
等の相続人

10年超居住…全世界財産
10年以下居住…国内財産のみ

就労等のために日本に居住する外国人につ
いて、居住期間にかかわらず、国外財産を
相続税の課税対象外

所得税
ファンドマ
ネージャー

個人

ファンドマネージャーの運用
成果に応じ出資持分を超えて
ファンドから分配される利益
→金融所得にあたるか不明確

出資持分を超えた利益配分で、分配割合に
経済的合理性がある場合等には、総合課税
（累進税率、最高55％）の対象ではなく、
株式譲渡益等として分離課税（一律20％）
の対象となることを明確化

〈国際課税〉
外国組合員等が海外ファンド等を通じて日本のファンドに投資する場合、その海外ファンド等の出

資持分が25％以上であっても外国投資家単位で25％未満の場合等には、日本での申告が免除されます。
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